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３ 国有林野の林産物の供給  
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３ 国有林野の林産物の供給 

（１）林産物等の供給 

国有林野事業では、公益重視の管理経営を一層推進しつつ、

地域における木材安定供給体制の構築等を図るため、機能類型

区分に応じた施業の結果得られる木材の持続的・計画的な供給

に努め、地域の林業・木材産業の活性化に貢献することとして

います。また、これまで未利用であった小径材等についても、

安定供給を通じて、新たな需要開拓に取り組むこととしていま

す。 

平成 29 年度には、925 万㎥の立木を伐採し、全国的なネット

ワークを活用して、丸太と立木を合わせ、約 440 万㎥の木材（丸

太換算）を供給しました。 

国有林材の供給に当たっては、国産材の需要拡大や加工・流

通の合理化などに取り組む集成材※・合板※工場や製材工場等と

協定を締結し、国有林材を安定的に供給する「システム販売※」

に取り組んでおり、平成 29 年度のシステム販売による丸太供

給量は、192 万㎥となっています。 

さらに、木材の供給時期や樹材種等の情報はインターネット

等も活用し、迅速かつ広範囲に提供しています。 

このほか、多様な森林を有しているという国有林野の特性を

活用し、民有林からの供給が期待しにくい樹種等の計画的な供

給にも取り組みました。 

 

  



- 76 - 

 

図－１１ 国有林野事業における立木の伐採量  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 注：１ 伐採量は、国有林内で伐採等をした立木の材積（林地残材等を含む）である。 

   ２ 計の不一致は四捨五入によるもの。 

 

表－１２  国産材供給量に占める国有林材（丸太換算）の割合 
   （単位：万 m3） 

区分 平成 29 年度 （参考）平成 28 年度  

国有林材供給量  

（国産材供給量に占める割合） 
440〈 171〉  

（―）  

413〈 153〉  

（ 15％）  

（参考）国産材供給量  ―  2,714 
  

注：１ 国有林材供給量の< >書は、立木販売※量（H29：318 万ｍ3、H28：287 万ｍ３）を丸太換算

した推計量で内数。 

２ 官行造林の立木販売量（H29：17 万ｍ3、H28：10 万ｍ３）を丸太換算した推計量を含む。 

３ （参考）国産材供給量は、今年度から林野庁「木材需給表」に変更した。国産材の供給量

は用材、しいたけ原木、燃料材の供給量で、暦年の合計となっている。 

４ 平成 29 年の木材需給表が未確定のため、平成 29 年の国産材供給量及び国産材供給量に占

める国有林材供給量の割合の数値は記載していない。 

 

 

 

 

613 587 589 532 513 527

197 261 271 351 359
397

0

200

400

600

800

1,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

（万m3） 間伐 主伐

810  848  861  883  872 
925 



- 77 - 

 

表－１３ 国有林野事業における素材（丸太）供給量 

（単位：万㎥） 

区 分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

素材（丸太）販売量 250 247 255 260 269 

 うち、 

システム販売量 

125 

(50%) 

141 

(57%) 

157 

(62%) 

178 

(68%) 

193 

（ 72%） 

注： ( )書は、素材（丸太）販売量全体に占めるシステム販売の割合である。  

 

図－１２ 伐採量、供給量、販売量の関係について  

 

 

表－１４ 民有林からの供給が期待しにくい樹種の素材（丸太）供給実積  

                                      （単位：千㎥） 

樹種名 平成 29 年度 (参考)平成 28 年度 

ヒバ 8.7 9.8 

木曽ヒノキ 0.7 0.8 
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事例 「道内の木材需給見通し」の公表 

 北海道森林管理局では、原木需給のミスマッチの解消と原木の安定供

給を目的として、北海道が行っている「原木及び木材製品の流通に関す

る見通し調査」と北海道森林管理局が行っている「素材生産動向の状況

把握調査」の結果を一元化し、四半期ごとに公表することとしています。 

 取組初年度となる平成 29 年度は、10 月と 1 月に北海道と北海道森林

管理局のホームページで公表したほか、関係団体等に情報提供を行いま

した。公表に当たっては、イラストやグラフを多く使用するほか、全道

的な状況に加えて地区別の状況についても掲載するなど、分かりやすく、

きめ細やかな情報発信となるよう工夫しました。 

 今後は、素材生産業者や製材工場等からの意見を聞きつつ、より良い

情報の見せ方を検討していくこととしています。 

（北海道森林管理局） 

説 明：図は、平成 30 年１月公表の「道内の木材需給の見通し」に掲載して

いるイメージです。 

札幌地区（石狩･空知･胆振･日高）  

【トドマツ】  

・素材生産は順調な

見通し  

・原木在庫は前年を

下回り、製品荷動き

は前年並みとなる見

通し                                   

い し か り  そ ら ち  い  ぶ り   ひ だ か  
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事例 バイオマス発電用などの低質材の集材・販売の取組 

 九州森林管理局では、木材の新たな需要先である木質バイオマス発電

所への燃料材の安定供給に資することを目的として、低質材等の販売に

取り組んでいます。具体的には、素材のシステム販売において、バイオ

マス用の木材を区分して販売するとともに、これまで資源として利用さ

れていなかった初回間伐林における立木の販売や、林地残材の発生状況

をとりまとめてホームページで公表するなどの取組を実施しています。 

 平成 29 年度は、素材生産現場等で発生した低質材約 81 千ｍ 3 を協定に

よりシステム販売するとともに、初回間伐林における立木販売約 0.4 千

ｍ 3 の公売を実施しました。林地残材については、箇所別、区分別に数量

をとりまとめてホームページで公表し、毎月情報更新を行いました。 

 今後も取組を継続して行い、国有林の資源の有効活用に努めることと

しています。 

（九州森林管理局） 

場 所：宮崎県宮崎市 野崎
の ざ き

国有林 

説 明：写真は、山土場に搬出された低質材（左）と林道沿いに集積された林

地残材の様子（右）です。 
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事例 後継樹育成のためのヤナセ天然スギの伐採 

 四国森林管理局では、平成 26 年度に開催した「ヤナセ天然スギの今後

の取扱いに関する検討委員会」での検討を踏まえ、平成 30 年度以降はヤ

ナセ天然スギ材の継続的な供給を休止することとしました。 

 平成 29 年度は「ヤナセ天然スギ供給計画」の最終年度であることか

ら、ヤナセスギの施業体系づくりを目的に、数十年おきに抜き伐りや植

え込みを行ってきた和田山
わ だ や ま

国有林において、後継樹を育成していく観点

から上層木の伐採を行いました。伐採した材はヘリコプターによって搬

出し、希少価値の高い特殊用材として販売されました。 

 今後は、ヤナセ天然スギの後継樹の育成に取り組むとともに、魚
や

梁瀬
な せ

地区周辺に分布する高齢級スギ人工林を、ヤナセ天然スギに代替する優

良材としてブランド化していくこととしています。 

（四国森林管理局 安芸
あ き

森林管理署） 

場 所：高知県安芸郡馬路村
う ま じ む ら

 和田山国有林  

説 明：写真は、伐採の様子（左）とセリの様子（右）、製材中の様子（下）

です。  
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（２）国産材の安定供給体制の構築に向けた貢献 

森林・林業の再生に向け、国産材の安定的で効率的な供給体

制の構築が重要な課題である中で、国有林野事業においては、

システム販売によって需要者への安定供給等に取り組んでき

たこれまでの実績を活用し、国有林と民有林が協調して木材を

出荷する、という民有林と連携したシステム販売の取組を拡げ

ていくこととしています。また、民有林と連携して素材生産事

業の見通しをホームページに公表する取組も進めています。 

さらに、全国的なネットワークを持ち、木材を安定的に供給

している国有林野事業の特性を活用し、地域の木材需要が大き

く変動した際の木材の供給調整機能を発揮するため、民有林や

木材の加工・流通の関係者、有識者等からなる「国有林材供給

調整検討委員会」を設置し、地域の木材価格や需要動向の的確

な把握と対応に努めています。なお、平成 29 年度は、すべて

の森林管理局における国有林材供給調整検討委員会において

「供給調整を要しない」との検討結果となりました。 

 

表－１５民有林と連携したシステム販売による木材供給量  

区 分 平成 29 年度 （参考）平成 28 年度 

協定者数（者） 21 13 

木材供給量（千㎥） 87.3＜3.2＞ 60.6<2.0> 

 うち民有林材 17.3＜1.7＞ 16.4<0.7> 

うち国有林材 70.0＜1.4＞ 44.2<1.4> 

注：１ 木材供給量の〈 〉は、立木販売量(H29：総計 4.7 千㎥、民有林材 2.5 千㎥、国

有林材 2.2 千㎥）を丸太換算した推計量で内数。 

    ２ 計の不一致は四捨五入によるもの。  
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事例 販路の拡大に向けた大径木のシステム販売の取組 

 安芸森林管理署では、人工林の成熟に伴い、今後、直径 30cm 以上の大

径木が増えていくことが想定される中、現状では大径木の需要は少なく、

価格も低いことがスギの全体価格に影響していることから、製材工場等

に聞き取りを実施し、今後、いかにして大径木の販路を拡大していくか

について検討しました。聞き取りの結果、大径木の物件が安定的に供給

されれば、北米向けのフェンス材として販路がある、という意見があっ

たことを踏まえ、直径 30cm 以上の大径木のみの物件を設定し、システム

販売に取り組むこととしました。 

 平成 29 年度は、安芸森林管理署において、システム販売により、5,067

ｍ 3 のスギ大径木材を供給しました。 

 今後も、定期的にシステム販売の協定先に需要動向調査を実施し、販

路の拡大に向けた検討を行っていくこととしています。 

（四国森林管理局 安芸森林管理署） 

場 所：高知県安芸市
あ き し

 朝日
あ さ ひ

出
で

国有林ほか 

説 明：写真は、スギ大径木で構成される林内の様子（左）とスギ大径木材の

物件の様子（右）です。  



- 83 -

事例 民有林と連携したシステム販売の取組 

 関東森林管理局では、民有林における施業の集約化や未利用間伐材等

の有効利用等を促進するため、民有林所有者等と連携したシステム販売

の取組を進めています。民国連携システム販売は平成 26 年度から開始さ

れ、以降着実に新規参加者が増加しています。 

 平成 29 年度は、民有林との会議等の機会に情報提供を行い、国有林と

の協調出荷者を募った結果、4 者が新規に協定に参加し、協定物件数は６

件増加しました。協定者からは、「国有林のロットと合わせることで、少

ロットでは取引できなかった大手業者に対しても販売することができ

る」などの声が寄せられました。

今後は、全署等において民有林との連携が図られるよう、取組を拡大

していくこととしています。 

（関東森林管理局） 

場 所：福島県東白川郡
ひがししらかわぐん

鮫川村
さめがわむら

 青
あ

生野
お の

国有林 

説 明：写真は、実施箇所の様子（左上）、図は関東森林管理局における、民

国連携システム販売物件数及び協定者数の推移（右下）です。  

平成２６

年度

平成２７

年度

平成２８

年度

平成２９

年度

協定物件数 1 3 4 10

協定者数 3 3 5 9
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